
公益目的支出計画実施報告書 

３１年度（平成３１年４月１日から令和２年３月３１日まで）の概要 

（単位：円） 

１．公益目的財産額 24,863,117 

２．当該事業年度の公益目的収支差額 2,557,549 

 

①前事業年度末日の公益目的収支差額 2,374,678 

②当該事業年度の公益目的支出の額 11,577,256 

③当該事業年度の実施事業収入の額 11,394,385 

３．当該事業年度末日の公益目的財産残額 22,305,568 

４．２の欄に記載した額が計画に記載した見込みと異なる場合、その概要および理由 

※各事業の個別欄に記載 

 

公益目的支出計画の状況 

公益目的支出計画の 

完了予定事業年度の末日 

①計画上の完了見込み ２０５５年３月３１日 

②①より早まる見込みの場合  

 

（単位：円） 

 前事業年度 当該事業年度 翌事業年度 

計画 実績 計画 実績 計画 

公益目的財産額 24,863,117 24,863,117 24,863,117 24,863,117 24,863,117 

公益目的収支差額 3,694,962 2,374,678 4,310,789 2,557,549 4,926,616 

公益目的支出の額 7,171,935 2,158,875 7,171,935 11,577,256 7,171,935 

実施事業収入の額 6,556,108 1,930,825 6,556,108 11,394,385 6,556,108 

公益目的財産残額 21,168,155 22,488,439 20,552,328 22,305,568 19,936,501 

  



実施事業の状況等 

事業番号 事業の内容 

継 1 果樹経営支援対策事業・果樹未収益期間支援事業 

 

（１）計画記載事項 

事業の概要 

１．事業内容 

当事業は、果実の需給の安定的拡大と果樹農業者の経営安定を目的とし、果樹農家の健全な発展

と消費生活の安定に寄与するため、国が設けた制度を活用して、果樹の優良品目・品種への転換、

果樹農家の経営基盤を整備するための園地整備、労働力の確保等に関して補助金による支援を行

い、併せて、県内の果樹農家と連携を図りつつ、果樹生産及び経営に関する指導・支援の事業を実

施する。 

（１）果樹経営支援対策事業 

産地自らが策定した果樹産地構造改革計画に基づいて優良品目・品種への転換、小規模基盤整備

その他経営基盤を強化する取り組みに対する費用の一部を助成。 

（２）果樹未収益期間支援事業 

果樹経営支援対策事業を活用して優良品目・品種へ改植を行った担い手等に対して、収穫が得ら

れるまでの未収益期間に要する経費の一部を助成。 

（３）果樹農家への情報提供及び指導・助言に関する事業 

鳥取県の果樹振興とも連携を図るため、市町村、農協職員等を対象とした県域の事業説明会を県

と開催している。更に、果樹農家等を対象とした産地協議会や生産部ごとの事業説明会も実施して

いる。事業実施に当たって、果樹園面積が平方メートル単位までの正確さが求められるため、円滑

に事業実施できるよう面積測定用 GPS機器を導入し、要請のあった団体（農協等）への貸し出し業

務を行っている。 

また、補助事業の改正内容等に沿った正しい事業実施となるよう、東京都や中国四国管内で行わ

れる事業説明会等に出席して、伝達の説明会を実施している。 

２．事業対象者 

県内の果樹農家 

３．財源等 

補助金、果樹経営支援対策事務費収入で賄う。 

①当該事業に係る公益目的支出の見込額 6,871,935 円 

②当該事業に係る実施事業収入の見込額 6,552,000 円 

 

  



実施事業の状況等 

事業番号 事業の内容 

継 1 果樹経営支援対策事業・果樹未収益期間支援事業 

 

（２）当該事業年度の実施状況 

事業の実施状況について 

優良品目・品種への転換（改植） ４園地 

中央果実協会特認事業（新植） １園地 

廃園 １園地 

排水路の整備 １園地 

用水・かん水施設の整備 ９園地 

果樹未収益期間支援事業申請 ５園地 

 

事業説明会への出席 

令和２年２月７日・東京都 

 

産地別説明会の開催 

令和元年５月１０日 西部産地協議会（地域説明会） 

令和２年３月１９日 東部産地協議会（地域説明会） 

①当該事業に係る公益目的支出の額 11,568,616 円 

②当該事業に係る実施事業収入の額 11,390,809 円 

③（①－②）の額 177,807 円 

④当該事業に係る損益計算書の費用の額 360,544 円 

⑤当該事業に係る損益計算書の収益の額 182,737 円 

①及び②に記載した額が計画に記載した額と異なる場合、その内容及び理由 

実施事業の増加に伴い、補助金の受け入れ、支出が増加したため。 

 

実施事業収入の額の算定について （単位：円） 

損益計算書の 

科目 

①損益計算書の 

収益の額 

②実施事業 

収入の額 
②の額の算定に当たっての考え方 

果樹経営支援 

対策事務費 
182,737 11,390,809 

年度内事業を対象とした預り補助金の受け

入れを実施事業収入に加算する。 

計 182,737 11,390,809  

 

公益目的支出の額の算定について （単位：円） 

損益計算書の 

科目 

①損益計算書の 

費用の額 

②公益目的 

支出の額 
②の額の算定に当たっての考え方 

管理費 360,544 11,568,616 
年度内事業を対象とした預り補助金の支出

を実施事業支出に加算する。 

計 360,544 11,568,616  

  



実施事業の状況等 

事業番号 事業の内容 

継 2 果樹農家に対する技術･経営等に関する普及･啓発 

 

（１）計画記載事項 

事業の概要 

１．事業の内容 

本事業は、果樹農業の発展に資するため、果樹生産技術や経営方式等における先進的な、農業者、

生産団体等を表彰し、その成果を広く一般へ紹介することにより、果樹農業の技術・経営改善に関

する啓発や士気・意欲を喚起する取組として実施している事業である。 

○鳥取県内の優秀な果樹生産技術・経営者を決定し、全国果樹技術・経営コンクールへの参加や果

樹農家へ啓発 

・取組内容 

鳥取県内の果樹農家を対象に出品者を募り、公益財団法人中央果実協会ほか４団体が主催する全

国果樹技術・経営コンクールへの応募を積極的に進めている。出品者の選定に当たっては、行政機

関（県担当課）、県下 JA 及び各農業改良普及所等の関係機関との連携を図り、「コンクール出品検

討会」により検討を行い、鳥取県の代表として厳選した果樹農家・生産団体を推薦している。 

○果樹技術・経営に関する情報提供 

・取組内容 

果樹農家・生産団体の技術・経営内容について、ホームページやニュースレター等を通じて県内

一般果樹農家へ、技術革新や経営改善の見本として広く紹介している。 

２．事業対象者 

県内の果樹農家 

３．財源等 

推進交付金収入により賄う。 

①当該事業に係る公益目的支出の見込額 300,000 円 

②当該事業に係る実施事業収入の見込額 4,108 円 

 

  



実施事業の状況等 

事業番号 事業の内容 

継 2 果樹農家に対する技術･経営等に関する普及･啓発 

 

（２）当該事業年度の実施状況 

事業の実施状況について 

・第 20回果樹技術・経営コンクール 

当該年度については同コンクールへの参加を目指し出品財を募ったが、本年は応募に恵まれず出

品を断念した。 

普及・啓発事業としては、ニュースレター、各種書籍の配布を通して、県内の一般果樹農家へ国

内・海外の果樹情勢などを広く通知した。 

①当該事業に係る公益目的支出の額 8,640 円 

②当該事業に係る実施事業収入の額 3,576 円 

③（①－②）の額 5,064 円 

④当該事業に係る損益計算書の費用の額 8,640 円 

⑤当該事業に係る損益計算書の収益の額 3,576 円 

①及び②に記載した額が計画に記載した額と異なる場合、その内容及び理由 

果樹技術・経営コンクールへの出品を見送った事により、調査委託費、表彰式参加費などが発生し

なかったため。 

 

実施事業収入の額の算定について （単位：円） 

損益計算書の科目 
①損益計算書の 

収益の額 

②実施事業 

収入の額 
②の額の算定に当たっての考え方 

推進交付金収入 3,576 3,576 推進交付金であり、実施事業収入とする 

計 3,576 3,576  

 

公益目的支出の額の算定について （単位：円） 

損益計算書の科目 
①損益計算書の 

費用の額 

②公益目的支

出の額 
②の額の算定に当たっての考え方 

管理費 8,640 8,640 ①と②は同額である 

計 8,640 8,640  

 

 


